
令 和 5年 7月 27日

教育委員会定例会報告書

草津市教育委員会





報告事項  (6件 ):

(1)草津市学校給食センター導営懇談会開催要綱の一部改正について

(2)草津市学校給食センタ▼献立作成懇談会開催要綱の下部改正について

(3)草津市学校給食センダー物資選定懇談会開催要綱の=都己女正について

(4)草津市教育萎員会の社会教育関係団体ゐ登録に関する要細の一部改正につャ
｀

て

(5)定期監査の結果について

(6)寄付の受け入れ報告について

:)

こ 夕
)
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告 1

草津市学校給食センター運営懇談会開催要綱のす部を改正する要綱

章津市学校給食センター連営蒸談会開催要綱 (平成透5年革津市教育委員会告示第 1

2号)の一部を次のように改正すると

第 2条第 1項中「25人以内」を「,0人以内」にこ女め、尚条第 2項第 1号中「小学

校長」の右に「または中学校長」を加え、同項第 2号中「PTAをぃ表する者」を「41

学生のイ呆護者または中学生の保護者」に改め、同項第 4号中「小学校指導主任代表」を

「小学校給食主任または中学校給食主任」に改める。

付 則       :
この要綱は、令和 5年 7月 1日 から施行する。         :

ヽ

Ｂ

′

―ジ
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車津市学校給食センター運営懇談会開催要綱 (平成 25年教育委員会告示第 12号)新旧対照表

Ｉ

Ｐ
０
１

第 2条 懇談会委県は 25人以内で開催する。

2 懇議会の委員は、次の各号にキフ島げる者の うちから教育長が委
託する。

(1)小学校長

(2)PTAを 代表する者

(3)腺賀県草津保健所から選出された者

(4)小学校指導主任代表

(5)学識経験を有する者

(6)その他教育長が必要と認める者

第 3条～第 4条  (略 )

付 則

この要綱は、平成 25年 7月 1日 から施行する。

第 1条  (略)

(懇談会の委員)

第 1条  (略 )

(懇談会の委員)

第 2条 懇談会委員は 30人以内で開催する。

2 懇談会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委託

(3)滋賀県草津保健所から選出された者

(4)小讐校給食主任またlま 申学校総食主任

(5)学識経験を有する者

(6)その他教育長がZ、要と認める者

第 3条～第 4条  (略 )

付 則

この要綱は、平成 25年 7月 1日 から施行する

付 則

この要綱は、令和 5年 7月 1日 から施行する。

(2)′

する。

(1)小学校



告 2

草津市学校給食センター球立作成懇談会開催要細の下部を改正する要綱

草津市学校給食センタエ献立作成懇談会F汗月
`催

妻綱 (平成 25年草津市教言委員会告示

第 13号)の二部を次のように改正する。

第 1条中「児童」の右に「ゃよび生徒」を加え、第ガ条第 2項第 1号中「′
|ヽ
学校給食

指導主任」を「小学校給食主任または中学校絡食主任」に改め、同項第 2号中「PTA

を代表する者」を「小学生の保護者または中学生の保護者」に己女め、同墳第4号々削り、

同項第 5号を同項第4号とする。

付 則    i
この要綱は、令和 5年 7月 1日 から施行する。

う

(_ジ
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草津市学校給食センター献立作成懇談会開催要綱 (平成 25年教育委員会告示第 13号)新 1由 対照表

ｌ
μ
閂
１

(目 的)

第 1条 児童

(懇談会の委員 )

第 2条 懇談会委員は 10人以内で開催する。

2 懇談会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委託

する。

(1)小学校給食指導主任

(2)PTAを 代表する者

(3)学校栄養職員

(4)学識経験を有する者

(5)その他教育長が必要と認ゆる者

第 3条～第 4条  (略 )

付 則

この要綱は、平成 25年 7月 1日 から施行する。

改正後

(目 的)

第 1条 児童および生徒

(懇談会の委員)

第 2条 懇談会委員は 10人以内で開催する。

2 懇談会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委託

する。

(2)小学生の保護者または中学生の保護者

(4)そ の他教育長が必要と認める者

学校給食主任(1)小学校給食主任または中

(3)学校栄養職員

第 3条～第 4条  (田各)

付 則

この要綱は、平成 25年 7月 1日 から施行する。

付 則

この要綱は、令和 5年 7月 1日 から施行する。



告 3

草津市学校絡食センター物資澤定懇談会開催要綱のィ部を改正する要綱

車津市学校給食センタエ物資選定答談会開催要細 (平成 25年草津市教育委員会守
示

第 14号)の一部を次のように改正する。

第 2条第 2項第 1号中「小学校給食指導主任」を「小学校給食主荏または中学擦俗食

主任」,こ改め:、 同項第ガ号|「 PTAを代表する者」を「小学生の保護者または中学生

の保護者」に改め、同項第 4号を削り、口雰第 5号を同項第 4号 とする。

付 則

この要綱は、令和5年 7月 1日 から施行する。                 ,

/)

卜
一　

　

・プ
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草津市学校給食センター物資選定懇談会開催要綱 (平成 25年教育委員会告示第 14号)新旧対照表

Ｉ
Ｐ
心
―

第 1条  (略 )

(懇談会の委員)

第 2条 懇談会委員は 10人以内で開催する。

2 懇談会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委託
する。

(1)小学校給食指導主任

(2)PTAを 代表する者

(3)学校栄養職員

(4)学識経験を有する者

(5)その他教育長が必要と認める者

第 3条～第 4条  (略 )

付 則

この要綱は、平成 25年 7月 1日 から施行する。

第 1条  (略 )

(懇談会の委員)

第 2条 懇談会委員は 10人以内で開催する。

2 懇談会の委員は、次の各号に掲げる者の うちから教育長が委託

する。

(4)そ の他教育長が必要と認める者

給食主任

の保誇者(2) 中

(1)小学校給食主任または

または小学生の保誇者

(3)学校栄養職員

第 3条～第 4条  (略 )

付 貝J

この要綱は、平成 25年 7月 1日 か ら施行する。

付 則

この要綱は、 今不日5年 7月 1日 か ら揃耳行するハ



告 4

草津市教育委員会の社会教育関係団体の登録に関する要綱の一部を改正する

要綱

草津市教育委員会の社会教育関係団体の登録に関する要綱 (平成 13年草津市教育委員

会告示第 23号)のす部を次のように改正する。

第 10条第 1項中「団体登録証」を「第 3条に定める草津市教育委員会社会教育関係国

体登録申請書に記載した内容のうち、団体名、代表者名、代表者住所、事務所住所、連絡先

および活動種類」に改め、同条第 2項中「教育委員会は、」の右に「団体登録証の内容に係

る事項の」を加える。

別記様式第 6号を次のように改める。

付 則

続式第 0号 (第 10桑第 lF百関係 )

草 た 市 故 育 妻 員 会 侵

年   月   日

登 録 内 容 変 更 申 語 書

とぃことについて 下記(庁ンとおり査曇向害の交軍を申議します)

三E

´こ誼 陰筆 箋贈 だ 、し
=,

圏 ,卜 葛

it表を名

ネEl体査銀証の返コ1 (あ り 。 なし )

“
返 五】 B

ホ 登 録 吾 暑

 ヽ 交鷲項目

(変更内害 にOを浦けてくた さし
')

El沐 も  ・ 代垂者も

蓼移訴住所  ・ 連絡尭

代墨者 住 F'こ

活動そ重瀬

2 変更内客

変更 前

夢_`更 後
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(施行期 日)

1 この要綱は令和 5年 7月 5日 から施行する。

(様式に関する経過措置 )

2 この要綱の施行の際現にある改正前の草津市教育委員会の社会教育関係団体の登録に

関する要綱の様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
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草津市教育委員会の社会教育関係団体の登録に関する要綱の一部を改正する要綱  新旧対照表

第 1条～第 9条  (略 )

(登録団体の責務 )

第 10条 登録団体は、第 3条に定める草津市教育委員会社会教

育閣係印イ本啓録申請書に記裁 した内容のうち、団体名、代表者

名、代表者住所、事務所住所、連絡先および活動種類の内容に

変更があつたときは、直ちにその旨を登録内容変更申請書 (別

記様式第 6号)により教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、団体登録証の内容に係る事項の変更承認を行

ったときは、当該団体に変更承認通知書 (別記様式第 7号)に

より通知し、変更後の団体登録証を交付する。

3～ 4 (略 )

第 11条～第 12条  (略 )

別記様式第 1号～別記様式第 5号  (略 )

第 1条～第 9条  (略 )

(登録団体の責務 )

第 10条 登録団体は、団体登録証の中容に変更があつたとき

は、直ちにその旨を登録内容変更申請書 (別記様式第 6号)に

より教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、変更承認を行つたときは、

認通知書 (別記様式第 7号)に より通知 し、

証を交付する①

3～ 4 (略 )

第 11条～第 12条  (略 )

別記様式第 1号～別記様式第 5号  (略 )

当該団体に変更承

変更後の団体登録
Ｉ
Ｐ
『
―

旧   要   綱新   要   綱



Ｉ
Ｐ
∞
Ｉ

r

旧   要   網

別記様式第 6号

藍へ必|サ (atuム 硝1■関保ゝ

|"lヽ T,

別記様式第 7号～別記様式第 8号  (H各)

新   要   綱

別記様式第 6号

Ⅲ■Siサ ,工 とい ,'II強資 tⅢ I

千 11,'(協 無 貫 4ほ

虫唾ム   _

逸` す(1引 谷 姿 `,lⅢ 請

“

I Xヽlミ lJ

ぽ躍駒TI■
別記様式第 7号～別記様式第 8号  (μ各)

付 則

(施行期 日)

1 この要綱は令和 5年 7月 5日 から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 の の の



）ヽ

旧   要   綱新   要   綱

の間、所要の調整を加えて使用することができる。

Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｉ



-20-



草津市監査委員告示第 5号

地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 199条第 1項および第 4項の規定により

定期監査を実施 したので、同条第 9項の規定により、監査の結果に関する報告を決

=し

、

公表する。

令和 5年 7月 14日

草津市監査委員

車津市監査委員

1 定期監査

(1)監査の対象

告 5

監査の時期    令和 5年 6月 6日

監査の主眼

教育財産および園舎 (施設や設備等)が適切に維持管理されているか (特に安

全面 )。 また、学校徴収金等およびイ呆育施設徴収金等の取扱い状況について、学

校徴収金等に関する取扱いブヽンドブックおよび保育施設徴収金等に関する取扱

ハン ドブンクに則つた適正な事務が執行されているかを中′いに草津市監査委員

監査基準に準拠し実施した。

監査の結果

教育財産および園舎 (施設や設備等)の維持管理ならびに学校徴収金等および

保育施設徴収金等の取扱い状況については概ね適正に執行されていると認めら

れたが、次のとおリー部に改善、検討を要する事項が見受けられたので、今後よ

り適正で有効かつ効率的な事業執行に取り組まれたい。

なおt軽微な事項については、日頭により改善等を求めた。

男

徳

則

美

野

島

岡

中

)

(2)

(3)

(4)

重点的に監査した所属

ど

ど

ど

所

園

園

園

第

志

山

笠

も

も

も

津

田

縫

＞
」

テ
】

ン
」

育保

校

校

校

校

校

校

校

士

草

老

玉

笠

革

新

学

学

津

津

津

堂

中

中

学縫 東

上  西  小  学

川  小  学

学

学

/j、

/1ヽ
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脩)意見および指摘事項

●監査対象 :第四保育所

●監査対象 :志津こども園

●監査対象 :山田こども園

●監査対象 :笠縫こども園

●監査対象 :志津小学校

0監査対象 :草津小学校

① に お
イこ

な
イこ

ン ド ン イこ

育施設保 徴収 の ヽ金等 V取扱 V て 1毎月 の回 残 で の高確認 そ 月 金銭の き動
が しな と ヽイまき し Vて V確認 △

石 カ計 つあ た の で 保 育施設徴収金等 す関 る取扱ノ
ブ ク 娠ミ」り 適正な事 を務処理 るす ヽ9よ 差改 れさ ψた

特になし

意見・指摘事項

意見・指摘事項

特にな し

意見

①
に な

ン ン イこ
じ 懸 念

た
送れ た

住近年の 宅開 イ発 伴 児童つ の数 力日 よ り士曽 過大 規模 なと り の施設 手 さ狭 指や 導
マの面 不 トメ を困難 す る な ど 教育活動の 展 イ開 支障 カ 生 る カと さ

るれ 子 ど も ちが し少 も良 な好 学校生活 を よる つ ま 滑円 な学校運
カ で るき よ営 つ の施設 不 目 合箇所 の 急早 な 改 の善や老朽箇所 応対 たま 人 配貝

つイ V て置 も さ配慮 れ よる つ 望 のむ も で あ る

指摘事項

① に 計 にた 計担

ン ド

以

イこ
ン ツ な

た

△/、
本各 計 △簿 イま 言 めを締 際 校 長 教頭 本 当 学年 担 の当 確認印 (監査
の と カ)と し押印 て つあ た の のも ブ ツ 上ク の 監査 ′ま 括総 者責任 出

者納責任 よお 計担び会 者当 2の外 名 上以 で行 つ とと れさ ↓ のて る で 学校徴収
等金 (7) V取 つ し扱 て 収学校徴 | ノ関 るす し金等 扱取 ブド ク イ り貝1 正適

を事務処理 るす つよ し韮改 れさ

-22-



)

●監査対象 :老上西小学校

●監査対象 :玉川小学校

●監査対象 :笠縫東小学校

●監査対象 i草津中学校

●監査対象 :新堂中学校

スポエツ振興センタT会計の出納簿がなかつた。ま

ついて、4月 ～ 12月 分をまとめて確認 し、各月の確認の調書を作成していたので、

学校徴収金等の取扱いについて、学校徴収全等に関する取扱いハンドブックに県1

り、適正な事務処理をするよう改善されたい。

①
た、毎月1回の残高確認行為に

スポーツ振興センター会計について、決算書が

1回 の残高確認について、複数の会計において複数月をまとめて行われていたの

で、学校徴収金等の取扱いについて、学校徴収金等に関する取扱いハンドブックに

則り、適正な事務処理をするよう改善されたい。

① 作成されていなかつた。また、毎月

指摘事項

ノ、ポーツ振興センター会計については 伝ヽ票およ

いなかつた。また、複数の会計において、毎月 1回の残高確認が複数月まとめて行

われていたので、学校徴収金等の取扱いについて、学校徴収金等に関する取扱いハ

①
び毎月 1回の残高確認が行われて

ン ドブックに則 り、適正な事務処理をするよう改善されたい。

AEDの 点検において、体育館設置の 1台は 10日 以

毎 日、実施されるよう改善されたい。
①

上点検できていないことが複

数あつたので、AEDの 点検は、

特にな し
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・

一

―

寄 付 品 目 数量 単価 円 価格 円 住所・氏名 等 寄付年月日 受納場所

LCDデジタル顕微鏡

大型実験用てこ

振り子実験機

水槽セット

筋肉構造模型

鉄製スタンド

3

1

1

8

2

3

54,OCC

24,000

35,000

11.500

30,000

28,000

162,000

24,000

351000

92.000

601000

84.000

革津市野路1丁目12番 11号

S07号

公益財団法人深尾理工教育

振興財回

令和5年

6月 16日

志津小学校

小 計 457,000

生物顕微鏡 10 491000 490,000 草津市野路引丁目司2番 1司 号

507号

公益財団法人深尾理工教育

振興財団

令和5年

6月 16日

松原中学校

′卜計 490,000

図書 20 11650 331000 草津市野路1丁 目16番 ¬3号

405

認定NPO法 人 くさつ未来

プロジェクト

令和5年

7月 19日

各小中学校

′」ヽ言十 33,000

合計 980,000

報告 6

寄付受け入れ報告
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